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農業資材審議会農薬分科会生物農薬評価部会 

（第６回）（非公開） 

 

                         令和５年１１月２８日（火） 

                         １４：００～１４：２６ 

                         農林水産省消費・安全局第３会議室 

                         （ＷＥＢ会議形式による開催） 

 

議 事 次 第 

 

   ２ 議 事 

     （２）その他 

   ３ 閉 会 
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午後２時００分 再開 

 

○●●● それでは、議事２のその他といたしまして、資料５になりますけれども、青枯病菌感染性バクテ

リオファージＲＫＰ181生物農薬評価書（案）に対する意見募集の結果についての議論に入りたいと思います。 

 審議に入ります前に、利益相反の状況について御報告をお願いいたします。 

○農薬対策室長 平成30年９月14日の農林資材審議会農薬分科会で決定いただきました利益相反の規定に基

づいて、委員の皆様には利益相反についての確認を事前にさせていただいております。 

 本日議論いただきます青枯病菌感染性バクテリオファージＲＫＰ181について、委員の皆様から利益相反に

関して特段の申出はございませんでしたので、御報告いたします。 

○●●● どうもありがとうございます。 

 それでは、このまま会議を進めさせていただきたいと思います。 

 資料５を御覧いただきたいと思います。事務局から資料５に関する説明をお願いいたします。よろしくお

願いします。 

○農薬審査官 ●●●でございます。 

 資料５に沿って御説明させていただきます。 

 青枯病菌感染性バクテリオファージＲＫＰ181生物農薬評価書（案）に対する意見募集の結果についてでご

ざいます。 

 こちら、先月開催しました第５回生物農薬評価部会で御審議いただいて、その後パブリックコメントを実

施しました。その結果、計11件の御意見を頂きまして、それぞれの御意見に対する考え方について資料５に

まとめております。 

 全体的に、まず評価書の記載内容に対し直接意見を求めているものとそうでないものが半々程度となって

おります。評価書の記載内容に直接関係しない御意見に関しましては、御意見を寄せていただいたことに対

し御礼を申し上げることにのみに留め、特段回答することはしておりません。それ以外の評価書の記載内容

に関係する御意見に対し回答を記載するという整理としております。 

 まず１点目でございますが、こちらバクテリオファージに係る一般的な内容です。環境への影響等々少な

いと、一方で耐性菌の出現、そういったことについのコメントされているということで、評価書の内容に関

するものではございませんので、特段の回答をすることはしておりません。 

 ２点目でございます。こちらも耐性菌の問題ということをコメントされておりますので、特段の回答をす

ることはしておりません。 

 ３点目でございますが、こちらでは評価書の内容に関するところが１点ございます。評価書からは、効果
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についての記載がなく推し量ることはできませんという御意見です。こちらの農薬の有効性に関しましては、

回答案にも記載しておりますが、農業資材審議会農薬分科会生物農薬評価部会における評価書には記載して

おりませんが、農薬の登録申請時において適用病害虫に関する薬効について、こちらの試験成績が別途提出

されているということでトマトへの有効性が確認されております。こちらについては、農業資材審議会の農

薬分科会の資料には記載することにしております。 

 それから、今回のバクテリオファージＲＫＰ181ですが、使いすぎた場合青枯病菌の耐性化の出現の話がご

ざいますけれども、こちらについては本バクテリオファージに限らず、一般に過度に農薬に依存した防除と

いうのを実施しますと、病害虫の薬剤耐性が発達し、防除に困難を来すおそれがあるため、農林水産省では

農薬だけではなく、様々な方法を組み合わせた総合防除の推進、発生予察情報に基づく適切な防除への転換

などを通じて、防除に必要な量を的確なタイミングで使用しましょうとする取組を進めているということを

回答としております。 

 ４番目でございますが、こちらは資料で言及されている国だけではなく、全ての外国の事例を集めて一番

厳しい基準に合わせてくださいという御意見でございますが、こちら評価書には諸外国の情報というのは特

段特に言及している箇所はございませんでしたので、評価書の記載内容に直接関わるものではないという判

断をしております。一方で、国内においては微生物を含む生物農薬については専門家の先生方にしっかりと

評価していただいているという旨の回答としております。 

 ５番目でございます。こちらも評価書からは効果かあるのかどうか分からないと、先ほどの御意見にもご

ざいましたけれども、同様の回答を記載しております。 

 ６番目でございます。こちらも評価書の記載内容に対する直接のコメントではないというころ、特段の回

答をすることはしておりません。 

 ７番目でございますが、こちらは評価書の内容に関するコメントが二つほどございます。ファージの種類

について、溶菌性のビルレントファージなのか、溶原化と溶菌を繰り返す溶原性のテンペレートファージな

のか、どちらかのファージなのか評価書では分からないということでございます。別途提出されている規格

性状の資料というものがございますが、こちらに直接溶菌性ファージ等の直接的な表現はされておりません

が、溶菌サイクルの模式図がございまして、ここではビルレントファージというコメントをいただいててお

りますが、おそらく溶菌性ファージと考えております。 

 それから、評価書には宿主域、感染域の記載がございますが、こちらに関する御意見としまして、感染域

の評価方法に関して具体的な手法の記載がなかったということでございます。こちらの宿主域につきまして

は、申請者が別途実施しました様々な作物から分離した青枯病菌を供試して効果の有無を調べたものという

ことで、今の評価書の書き方ですと農林水産省が問題がないと判断しているようにも見えるということもご
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ざいましたため、宿主域の記載に関しましては申請者から提出された基本情報を引用した旨がわかるよう評

価書の修正をするということにしました。 

 ８番目でございますが、こちらも有効性に関する御意見が１点、回答としましては、先ほども３番目他の

御意見にもございますが、同様の記載ぶりとしております。 

 もう一点ございまして、評価書の２．４、使用方法に関するコメントがございます。こちらいわゆる農薬

の適用表に該当する内容でございますが、作物名トマト、適用病害虫は青枯病菌、希釈倍数100倍というとこ

ろ、使用量と使用回数が「－」になっていると、御意見では「？」という書き方をしており具体的内容を記

載されることが望ましいということで御意見を頂いております。今回のバクテリオファージＲＫＰ181の使用

方法でございますが、100倍に希釈した溶液をバケツ等の容器に用意して、そこに苗を持ってきて浸漬をする

使い方になりますので、単位面積当たり又は10アール当たり何 mL使いましょうというような使い方ではござ

いませんので、使用量を「－」としております。 

 また、使用回数につきましては、本バクテリオファージについては感染性、病原性、毒性、生残性という

のが認められておらず人に対する安全性は問題ございません。そのため作物残留試験を実施しておらず、使

用回数は設定はしていないという回答にしております。 

 ９番目の御意見でございます。こちらも先ほどの御意見にもありました宿主域の御意見と同様、こちらに

ついても評価書の修正をする旨の回答にしております。 

 それから、耐性菌の出現の可能性あるのかということころでございますけれども、こちらも様々な方法を

組み合わせた総合防除の推進等の取組を農林水産省では進めているところですという回答にしております。 

 下から２番目の御意見、ファージの遺伝性多様性に富んでおり、世代時間も短いため、自然発生的に変異

が生じる可能性があります。ファージを継代して製品として使用する際、ファージゲノムの安定性をどのよ

うに担保されているのでしょうか、という御意見でございます。 

 こちらに関しましては、製造者において遺伝子レベルで同一性を確認することにより品質管理を行ってい

るという回答としております。 

 一番最後でございますが、近年、地球温暖化の影響で気温の上昇は著しいですが、このような環境下でも

ファージの活性は保たれるのかという御意見でございますが、まず青枯病菌感染性バクテリオファージＲＫ

Ｐ181に関しましては、青枯病菌というのが比較的夏季の暑い時期に発生するものであると、申請者からの情

報によれば37℃ぐらいまで発生するということですので、その青枯病菌の発生条件と合わせバクテリオファ

ージもおそらくそのぐらいの温度までは生育するだろうと考えております。 

 今回のバクテリオファージＲＫＰ181以外のファージに関しましては、申請者からは特に情報は頂いており

ませんので、評価は行っていないことを回答としております。。 
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 10番目の御意見でございますが、こちらも１番目や２番目の御意見と同様に、薬剤耐性菌の問題というの

を引合いに出して今後のファージの製剤化の実用化というのを期待している御意見でございます。 

 11番目も同様ですね、やはり薬剤耐性の問題というのをコメントされているということで、これらの10番

及び11番目につきましても、特段回答をすることはしておりません。 

○●●● どうもありがとうございました。 

○農薬審査官 すみません、途中で宿主域のところですが、評価書の記載内容を修正しますというご説明を

させていただきましたので、修正案をお示しいたします。 

 1.2.4の生物学的性質（宿主域）の箇所です。様々な作物から採取してきた青枯病菌を供試したところ効果

が認められた報告がありますという記載へ修正しております。 

 見え消しで今お示ししてあります。こちらが修正案でございます。 

○●●● それでは、今御説明いただいた計11件の御意見に対する回答案に関しまして御意見いただければ

と思います。いかがでしょうか。 

 ●●●、お願いします。 

○●●● ありがとうございます。 

 非常に前向きの御意見を頂いているというのが多いですけれども、御質問者というのはどういう立場の方

が多かったんでしょうか。 

○農薬審査官 具体的にどういう立場の方からの御意見であったのかについてはこの場でお話しすることは

できませんが、１番目の御意見を頂いた方に関しましては、バクテリオファージ研究者として意見を述べさ

せていただきます、という記載をされておりました。このような方々から主に来ているということで御理解

いただければと思います。 

○●●● 分かりました。専門家の方が多いということですね。 

○農薬審査官 そうですね、はい。 

○●●● はい、ありがとうございます。 

○●●● 一般の方はファージというものは分からないですね。 

○農薬審査官 普通は分からないと思います。 

○●●● 他よろしいでしょうか。 

 ●●●、すみません。 

○●●● ありがとうございます。 

 何番目ですか、「一番厳しい」、４番ですね。「一番厳しい基準に合わせてください」という御意見があ

りましたが、「海外の基準の情報等も随時収集して、より的確な審査ができるように努力をしている」とい
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うところも回答として付け加えてはどうかなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○●●● 問題ないでしょうね。 

○農薬審査官 問題ないと思います。修正をしたいと思います。 

○●●● 分かりました。では、そこのところを追記をするようにいたします。ありがとうございます。 

 他よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、今の●●●の御意見に従ってそれ追記をして、それを私が見せていただいて農薬分科会

への報告の案を取ったものに関しまして完成させた上で報告をさせていただきたいというふうに思います。

そういう形を取らせていただきたいと思いますので、よろしいでしょうか。 

 はい、ありがとうございます。 

 それでは、他に何かこの件に関して事務局の方はございますか。ないでしょうか。 

 そうしましたら、これで事務局の方にお返ししたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

○農薬対策室長 本日は熱心に御議論賜りまして、厚く御礼申し上げます。 

 今回の議事要旨及び議事録につきましては、事務局で案を作成し、委員の皆様に御確認いただきました後、

公開となります。 

 以上をもちまして、本日の第６回農業資材審議会農薬分科会生物農薬評価部会を閉会いたします。 

どうもありがとうございました。 

午後２時２６分 閉会 


